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栃 木 県 規 則 第 六 号

県 道 の 構 造 の 技 術 的 基 準 を 定 め る 条 例 施 行 規 則 を 廃 止 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 二 年 三 月 二 十 五 日

栃 木 県 知 事 福 田 富 一

県 道 の 構 造 の 技 術 的 基 準 を 定 め る 条 例 施 行 規 則 を 廃 止 す る 規 則

県 道 の 構 造 の 技 術 的 基 準 を 定 め る 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 二 十 五 年 栃 木 県 規 則 第 十 五 号 ） は 、 廃 止 す る 。

附 則

こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

（ 交 通 政 策 課 ）

栃 木 県 告 示 第 百 七 十 五 号

栃 木 県 手 数 料 条 例 （ 昭 和 三 十 一 年 栃 木 県 条 例 第 一 号 。 以 下 「 条 例 」 と い う 。 ） 別 表 第 一 の 四 百 六 十 四 の 五 の

項 １ イ ⑶ の 知 事 が 指 定 す る 低 炭 素 建 築 物 誘 導 基 準 、 同 項 １ ロ ⑶ の 知 事 が 指 定 す る 低 炭 素 建 築 物 誘 導 基 準 及 び

（
ⅲ
）

同 項 １ ロ ⑶ の 知 事 が 指 定 す る 低 炭 素 建 築 物 誘 導 基 準 を 次 の よ う に 定 め 、 令 和 二 年 三 月 二 十 五 日 か ら 適 用 し 、

（
ⅳ
）

栃 木 県 手 数 料 条 例 別 表 第 一 の 四 百 六 十 四 の 五 の 項 の 知 事 が 指 定 す る 低 炭 素 建 築 物 誘 導 基 準 （ 平 成 二 十 九 年 栃 木

県 告 示 第 百 六 十 号 ） は 、 廃 止 す る 。

令 和 二 年 三 月 二 十 五 日

栃 木 県 知 事 福 田 富 一

一 条 例 別 表 第 一 の 四 百 六 十 四 の 五 の 項 １ イ ⑶ の 知 事 が 指 定 す る 低 炭 素 建 築 物 誘 導 基 準 は 、 建 築 物 の エ ネ ル

ギ ー の 使 用 の 効 率 性 そ の 他 の 性 能 に 関 す る 建 築 物 に 係 る エ ネ ル ギ ー の 使 用 の 合 理 化 の 一 層 の 促 進 そ の 他 の 建

経 済 産 業 省

築 物 の 低 炭 素 化 の 促 進 の た め に 誘 導 す べ き 基 準 （ 平 成 二 十 四 年 国 土 交 通 省 告 示 第 百 十 九 号 ） Ⅰ の 第 ２ の ２ の

環 境 省

２－３ ⑵ ロ に 規 定 す る 方 法 を 用 い る も の と す る 。

二 条 例 別 表 第 一 の 四 百 六 十 四 の 五 の 項 １ ロ ⑶ の 知 事 が 指 定 す る 低 炭 素 建 築 物 誘 導 基 準 は 、 一 次 エ ネ ル ギ ー

（
ⅲ
）

消 費 量 （ 一 年 間 に 消 費 す る エ ネ ル ギ ー （ エ ネ ル ギ ー の 使 用 の 合 理 化 等 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 五 十 四 年 法 律 第 四

十 九 号 ） 第 二 条 第 一 項 に 規 定 す る エ ネ ル ギ ー を い う 。 ） の 量 を 熱 量 に 換 算 し た も の を い う 。 以 下 同 じ 。 ） の

算 出 に 用 い る べ き 標 準 的 な 建 築 物 及 び 屋 内 周 囲 空 間 （ 各 階 の 外 気 に 接 す る 壁 の 中 心 線 か ら 水 平 距 離 が 五 メ ー

ト ル 以 内 の 屋 内 の 空 間 、 屋 根 の 直 下 階 の 屋 内 の 空 間 及 び 外 気 に 接 す る 床 の 直 上 の 屋 内 の 空 間 を い う 。 以 下 同

じ 。 ） の 年 間 熱 負 荷 （ 一 年 間 の 暖 房 負 荷 及 び 冷 房 負 荷 の 合 計 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） の 算 出 に 用 い る べ き も の

と し て 国 土 交 通 大 臣 が 定 め る 建 築 物 を 用 い て 評 価 す る 方 法 を 用 い る も の と す る 。

三 条 例 別 表 第 一 の 四 百 六 十 四 の 五 の 項 １ ロ ⑶ の 知 事 が 指 定 す る 低 炭 素 建 築 物 誘 導 基 準 は 、 実 際 の 設 計 仕 様

（
ⅳ
）

の 条 件 を 基 に 算 定 し た 一 次 エ ネ ル ギ ー 消 費 量 及 び 屋 内 周 囲 空 間 の 年 間 熱 負 荷 を 用 い て 評 価 す る 方 法 を 用 い る

も の と す る 。
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栃 木 県 告 示 第 百 七 十 五 号

栃 木 県 手 数 料 条 例 （ 昭 和 三 十 一 年 栃 木 県 条 例 第 一 号 。 以 下 「 条 例 」 と い う 。 ） 別 表 第 一 の 四 百 六 十 四 の 五 の

項 １ イ ⑶ の 知 事 が 指 定 す る 低 炭 素 建 築 物 誘 導 基 準 、 同 項 １ ロ ⑶ の 知 事 が 指 定 す る 低 炭 素 建 築 物 誘 導 基 準 及 び

（
ⅲ
）

同 項 １ ロ ⑶ の 知 事 が 指 定 す る 低 炭 素 建 築 物 誘 導 基 準 を 次 の よ う に 定 め 、 令 和 二 年 三 月 二 十 五 日 か ら 適 用 し 、

（
ⅳ
）

栃 木 県 手 数 料 条 例 別 表 第 一 の 四 百 六 十 四 の 五 の 項 の 知 事 が 指 定 す る 低 炭 素 建 築 物 誘 導 基 準 （ 平 成 二 十 九 年 栃 木

県 告 示 第 百 六 十 号 ） は 、 廃 止 す る 。

令 和 二 年 三 月 二 十 五 日

栃 木 県 知 事 福 田 富 一

一 条 例 別 表 第 一 の 四 百 六 十 四 の 五 の 項 １ イ ⑶ の 知 事 が 指 定 す る 低 炭 素 建 築 物 誘 導 基 準 は 、 建 築 物 の エ ネ ル

ギ ー の 使 用 の 効 率 性 そ の 他 の 性 能 に 関 す る 建 築 物 に 係 る エ ネ ル ギ ー の 使 用 の 合 理 化 の 一 層 の 促 進 そ の 他 の 建

経 済 産 業 省

築 物 の 低 炭 素 化 の 促 進 の た め に 誘 導 す べ き 基 準 （ 平 成 二 十 四 年 国 土 交 通 省 告 示 第 百 十 九 号 ） Ⅰ の 第 ２ の ２ の

環 境 省

２－３ ⑵ ロ に 規 定 す る 方 法 を 用 い る も の と す る 。

二 条 例 別 表 第 一 の 四 百 六 十 四 の 五 の 項 １ ロ ⑶ の 知 事 が 指 定 す る 低 炭 素 建 築 物 誘 導 基 準 は 、 一 次 エ ネ ル ギ ー

（
ⅲ
）

消 費 量 （ 一 年 間 に 消 費 す る エ ネ ル ギ ー （ エ ネ ル ギ ー の 使 用 の 合 理 化 等 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 五 十 四 年 法 律 第 四

十 九 号 ） 第 二 条 第 一 項 に 規 定 す る エ ネ ル ギ ー を い う 。 ） の 量 を 熱 量 に 換 算 し た も の を い う 。 以 下 同 じ 。 ） の

算 出 に 用 い る べ き 標 準 的 な 建 築 物 及 び 屋 内 周 囲 空 間 （ 各 階 の 外 気 に 接 す る 壁 の 中 心 線 か ら 水 平 距 離 が 五 メ ー

ト ル 以 内 の 屋 内 の 空 間 、 屋 根 の 直 下 階 の 屋 内 の 空 間 及 び 外 気 に 接 す る 床 の 直 上 の 屋 内 の 空 間 を い う 。 以 下 同

じ 。 ） の 年 間 熱 負 荷 （ 一 年 間 の 暖 房 負 荷 及 び 冷 房 負 荷 の 合 計 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） の 算 出 に 用 い る べ き も の

と し て 国 土 交 通 大 臣 が 定 め る 建 築 物 を 用 い て 評 価 す る 方 法 を 用 い る も の と す る 。

三 条 例 別 表 第 一 の 四 百 六 十 四 の 五 の 項 １ ロ ⑶ の 知 事 が 指 定 す る 低 炭 素 建 築 物 誘 導 基 準 は 、 実 際 の 設 計 仕 様

（
ⅳ
）

の 条 件 を 基 に 算 定 し た 一 次 エ ネ ル ギ ー 消 費 量 及 び 屋 内 周 囲 空 間 の 年 間 熱 負 荷 を 用 い て 評 価 す る 方 法 を 用 い る

も の と す る 。

栃 木 県 告 示 第 百 七 十 六 号

栃 木 県 手 数 料 条 例 （ 昭 和 三 十 一 年 栃 木 県 条 例 第 一 号 。 以 下 「 条 例 」 と い う 。 ） 別 表 第 一 の 四 百 六 十 四 の 八 の

項 １ イ の 知 事 が 指 定 す る 建 築 物 エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 基 準 及 び 同 項 １ ロ の 知 事 が 指 定 す る 建 築 物 エ ネ ル ギ ー 消 費

性 能 基 準 、 同 表 の 四 百 六 十 四 の 十 三 の 項 １ イ ⑵ の 知 事 が 指 定 す る 建 築 物 エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 誘 導 基 準 、 同 項

（
ⅰ
）

１ ロ ⑴ の 知 事 が 指 定 す る 建 築 物 エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 誘 導 基 準 、 同 項 １ ロ ⑶ の 知 事 が 指 定 す る 建 築 物 エ ネ ル

（
ⅲ
）

ギ ー 消 費 性 能 誘 導 基 準 及 び 同 項 １ ロ ⑶ の 知 事 が 指 定 す る 建 築 物 エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 誘 導 基 準 並 び に 同 表 の 四

（
ⅳ
）

百 六 十 四 の 十 五 の 項 １ ロ ⑴ の 知 事 が 指 定 す る 建 築 物 エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 基 準 、 同 項 ２ イ の 知 事 が 指 定 す る 建 築

物 エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 基 準 、 同 項 ２ ロ の 知 事 が 指 定 す る 建 築 物 エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 基 準 、 同 項 ２ ハ の 知 事 が 指

定 す る 建 築 物 エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 基 準 及 び 同 項 ２ 二 の 知 事 が 指 定 す る 建 築 物 エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 基 準 を 次 の よ

う に 定 め 、 令 和 二 年 三 月 二 十 五 日 か ら 適 用 し 、 栃 木 県 手 数 料 条 例 別 表 第 一 の 四 百 六 十 四 の 八 の 項 の 知 事 が 指 定

す る 建 築 物 エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 基 準 等 （ 平 成 二 十 九 年 栃 木 県 告 示 第 百 六 十 一 号 ） は 、 廃 止 す る 。

令 和 二 年 三 月 二 十 五 日

栃 木 県 知 事 福 田 富 一

一 条 例 別 表 第 一 の 四 百 六 十 四 の 八 の 項 １ イ の 知 事 が 指 定 す る 建 築 物 エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 基 準 は 、 建 築 物 エ ネ

ル ギ ー 消 費 性 能 基 準 等 を 定 め る 省 令 （ 平 成 二 十 八 年
経 済 産 業 省
令 第 一 号 。 以 下 「 省 令 」 と い う 。 ） 第 一 条 第

国 土 交 通 省

一 項 第 一 号 イ に 規 定 す る 一 次 エ ネ ル ギ ー 消 費 量 （ 以 下 「 一 次 エ ネ ル ギ ー 消 費 量 」 と い う 。 ） の 算 出 に 用 い る

べ き 標 準 的 な 建 築 物 を 用 い て 評 価 す る 方 法 を 用 い る も の と す る 。

二 条 例 別 表 第 一 の 四 百 六 十 四 の 八 の 項 １ ロ の 知 事 が 指 定 す る 建 築 物 エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 基 準 は 、 実 際 の 設 計

仕 様 の 条 件 を 基 に 算 定 し た 一 次 エ ネ ル ギ ー 消 費 量 を 用 い て 評 価 す る 方 法 を 用 い る も の と す る 。

三 条 例 別 表 第 一 の 四 百 六 十 四 の 十 三 の 項 １ イ ⑵ の 知 事 が 指 定 す る 建 築 物 エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 誘 導 基 準 は 、

（
ⅰ
）

省 令 第 四 条 第 三 項 第 二 号 に 規 定 す る 方 法 を 用 い る も の と す る 。

四 条 例 別 表 第 一 の 四 百 六 十 四 の 十 三 の 項 １ ロ ⑴ の 知 事 が 指 定 す る 建 築 物 エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 誘 導 基 準 は 、 省

令 第 十 条 第 二 号 イ 及 び ロ に 規 定 す る 基 準 を 用 い る も の と す る 。

五 条 例 別 表 第 一 の 四 百 六 十 四 の 十 三 の 項 １ ロ ⑶ の 知 事 が 指 定 す る 建 築 物 エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 誘 導 基 準 は 、

（
ⅲ
）

一 次 エ ネ ル ギ ー 消 費 量 の 算 出 に 用 い る べ き 標 準 的 な 建 築 物 及 び 省 令 第 十 条 第 一 号 イ ⑴ に 規 定 す る 屋 内 周 囲 空

間 の 年 間 熱 負 荷 （ 以 下 「 屋 内 周 囲 空 間 の 年 間 熱 負 荷 」 と い う 。 ） の 算 出 に 用 い る べ き も の と し て 国 土 交 通 大

臣 が 定 め る 建 築 物 を 用 い て 評 価 す る 方 法 を 用 い る も の と す る 。

六 条 例 別 表 第 一 の 四 百 六 十 四 の 十 三 の 項 １ ロ ⑶ の 知 事 が 指 定 す る 建 築 物 エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 誘 導 基 準 は 、

（
ⅳ
）

実 際 の 設 計 仕 様 の 条 件 を 基 に 算 定 し た 一 次 エ ネ ル ギ ー 消 費 量 及 び 屋 内 周 囲 空 間 の 年 間 熱 負 荷 を 用 い て 評 価 す

る 方 法 を 用 い る も の と す る 。

七 条 例 別 表 第 一 の 四 百 六 十 四 の 十 五 の 項 １ ロ ⑴ の 知 事 が 指 定 す る 建 築 物 エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 基 準 は 、 省 令 第

四 条 第 三 項 第 二 号 に 規 定 す る 方 法 を 用 い る も の と す る 。

八 条 例 別 表 第 一 の 四 百 六 十 四 の 十 五 の 項 ２ イ の 知 事 が 指 定 す る 建 築 物 エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 基 準 は 、 省 令 第 一

条 第 二 号 イ ⑵ 及 び 同 号 ロ ⑵ に 規 定 す る 基 準 を 用 い る も の と す る 。

（
ⅰ
）

九 条 例 別 表 第 一 の 四 百 六 十 四 の 十 五 の 項 ２ ロ の 知 事 が 指 定 す る 建 築 物 エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 基 準 は 、 省 令 第 一

条 第 二 号 イ ⑶ 及 び 同 号 ロ ⑶ に 規 定 す る 基 準 を 用 い る も の と す る 。

十 条 例 別 表 第 一 の 四 百 六 十 四 の 十 五 の 項 ２ ハ の 知 事 が 指 定 す る 建 築 物 エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 基 準 は 、 省 令 第 一

条 第 二 号 イ ⑴ 及 び 同 号 ロ ⑴ に 規 定 す る 基 準 を 用 い る も の と す る 。

十 一 条 例 別 表 第 一 の 四 百 六 十 四 の 十 五 の 項 ２ 二 の 知 事 が 指 定 す る 建 築 物 エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 基 準 は 、 省 令 第

一 条 第 二 号 イ ⑵ 及 び 同 号 ロ ⑵ に 規 定 す る 基 準 を 用 い る も の と す る 。

（
ⅱ
）

（ 建 築 課 ）


